
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

に
青
木
利
男
氏
を
再
任　

市
議
会

９
月
定
例

会
で
同
意

を
得
て
、

固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
、
青あ
お
き木

利と
し
お男
氏
（
西
方
町
本
城
）
が
再
任
さ

れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
11
月
25
日
か

ら
令
和
８
年
11
月
24
日
ま
で
の
３
年

間
で
す
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、

６
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に

関
す
る
不
服
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

問
総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
５
１

教
育
委
員
会
委
員
に
舘
野
知
美
氏

を
再
任

　
市
議
会

９
月
定
例

会
で
同
意

を
得
て
、

舘た
て
の野

知と
も
み美

氏
（
西
方
町
金
崎
）
が
、
教
育
委
員

会
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期

は
、
11
月
25
日
か
ら
令
和
９
年
11
月

24
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
と
６
名

の
教
育
委
員
で
構
成
さ
れ
、
学
校
教

育
や
教
育
環
境
整
備
、
生
涯
学
習
、

文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
務
等
に
つ

い
て
審
議
し
ま
す
。

問
総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
５
１

令
和
５
年
度
地
域
文
化
功
労
者
表
彰

　
本
市
の
文

化
財
の
保
存

活
用
に
つ
い

て
長
年
に
渡

り
尽
力
し
た

功
績
等
に
よ

り
、市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
が
、

文
部
科
学
大
臣
か
ら
表
彰
を
受
け
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

被
表
彰
者:

河か
わ
ひ
が
し東
義よ

し
ゆ
き之
氏
（
右
記

委
員
の
ほ
か
、栃
木
市
町
並
み
委
員
会

委
員
長
、栃
木
市
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
保
存
審
議
会
会
長
等
兼
任
）

問
文
化
課　

       

☎
（21）
２
４
９
７

第
２
期「
栃
木
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市

国
家
構
想
の
実
現
に
向
け
た
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
人
口
の
現
状
と
将
来
の

展
望
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
に
関
す
る
目
標
、

基
本
的
方
向
並
び
に
具
体
的
施
策
を

盛
り
込
ん
だ
第
２
期「
栃
木
市
ま
ち・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
に

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
を
反

映
し
て
改
訂
す
る
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
。
こ
の
度
、
素
案
を
取
り
ま
と

め
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ま
の
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者
／

本
市
施
策
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　
１
月
10
日
（
水
）
〜
２

月
９
日
（
金
）

閲
覧
場
所　

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
本
庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹

上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
本
庁
総
合
政
策
課
（
本

庁
舎
３
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・

寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓
口
（
平

日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
開
）。
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問
総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
３

FAX
（21）
２
６
７
１
✉kikaku01@

city.tochigi.lg.jp

栃
木
市
障
が
い
福
祉
プ
ラ
ン（
障
が
い
者

計
画（
第
４
期
）、障
が
い
福
祉
計
画（
第
７

期
）、障
が
い
児
福
祉
計
画（
第
３
期
）に
関

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
の
障

が
い
福
祉
プ
ラ
ン
の
策
定
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
こ
の
計
画
に
対
す
る
皆

さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者
／

本
市
施
策
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　
１
月
４
日
（
木
）
〜
２

月
５
日
（
月
）

閲
覧
場
所　
障
が
い
福
祉
課
（
本
庁

舎
２
階
）、市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・

寺
尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
障
が
い
福
祉
課
、
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、大
宮・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時

15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
開
）。
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問
障
が
い
福
祉
課  

☎
（21）
２
２
０
３

FAX
（21）
２
６
８
２
✉f-service@

city.tochigi.lg.jp

栃
木
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
介

護
保
険
事
業
計
画
（
第
９
期
）
に

関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
の
高

齢
者
保
健
福
祉
計
画
介
護
保
険
事
業

計
画
の
策
定
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
計
画
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
市
施
策
に
利
害
関
係
を
有
す
る

方募
集
期
間

12
月
25
日
（
月
）
〜
令

和
６
年
１
月
26
日
（
金
）

閲
覧
場
所　
高
齢
介
護
課
（
本
庁
舎

２
階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
、
各
公
民
館
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
高
齢
介
護
課
（
本
庁
舎

２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
の
各
公
民
館
窓
口
（
平
日

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
開
）。
意
見
に
対
す
る
個
別

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問
高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
４
２

FAX
（21）
２
６
７
０
✉kourei@

city.
tochigi.lg.jp

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。
厚
生
年
金
の
加
入

者
ま
た
は
そ
の
加
入
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
を
除
き
、
ご
自
身
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

国
民
年
金
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

１
．
老
後
を
支
え
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

老
齢
基
礎
年
金

２
．
病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
状
態

に
な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す

障
害
基
礎
年
金

３
．
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

子
の
あ
る
配
偶
者
・
子
を
支
え
ま
す　
　

遺
族
基
礎
年
金

20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
「
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
」、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
」

等
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
収
入
が
無
く

保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」（
学
生

の
み
）
や
「
納
付
猶
予
制
度
」（
50

歳
未
満
）
な
ど
の
保
険
料
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す
。
免
除
申
請
を
希
望
す

る
方
は
、
栃
木
年
金
事
務
所
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
で

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国

民
年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ
ト
、

保
険
料
の
納
付
方
法
や
免
除
の
手
続

き
な
ど
を
わ
か
り
や
す

く
動
画
で
案
内
し
て
い

ま
す
。
２
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

　

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
４

栃
木
市
国
民
健
康
保
険
の
40
〜
74

歳
の
方
へ
／
令
和
５
年
度
特
定
健

診
は
２
月
で
終
了
で
す

　
生
活
習
慣
病
の
ほ
と
ん
ど
は
進
行

す
る
ま
で
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
疾
病
の
早
期
発
見
、
生

活
習
慣
の
改
善
及
び
健
康
の
保
持
増

進
を
図
る
た
め
、
年
に
１
回
の
健
診

を
受
け
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
５
月

に
お
送
り
し
た
「
け
ん
し
ん
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
紛
失
の
場
合
に
は
受
診
券
を

再
発
行
し
ま
す
の
で
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
職
場
の
健
康
診
断
等
を
受

診
し
て
市
の
特
定
健
診
（
お
よ
び
市

助
成
の
人
間
ド
ッ
ク
）
を
受
診
さ
れ

な
い
方
は
、
結
果
の
提
供
を
お
願
い

し
ま
す
。

結
果
の
提
供
の
対
象
者

　
栃
木
市
国
民
健
康
保
険
ご
加
入
の

40
〜
74
歳
の
方
で
、
市
の
特
定
健
診

を
受
診
さ
れ
な
い
方
の
う
ち
、

・
職
場
等
で
健
康
診
断
を
受
診
さ
れ

た
方

・
栃
木
市
国
民
健
康
保
険
の
助
成
を

受
け
ず
に
人
間
ド
ッ
ク
等
を
受
診
さ

れ
た
方

結
果
の
提
供
方
法

　

本
庁
保
険
年
金
課
へ
健
診
結
果

（
原
本
ま
た
は
コ
ピ
ー
）
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
確
認
後
、
健
診
結
果
は

お
返
し
し
ま
す
。（
窓
口
で
ア
ン
ケ
ー

ト
に
回
答
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

健
診
結
果
を
提
供
い
た
だ
く
と

１
．
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
特
定
健
診

情
報
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

閲
覧
で
き
る
も
の:

身
長
、
体
重
、

腹
囲
、
血
圧
、
尿
検
査
・
血
液
検
査

結
果
等

閲
覧
で
き
る
時
期:

提
供
の
１
〜
２

か
月
後
か
ら

２
．
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い

方
に
、
専
門
家
に
よ
る
生
活
習
慣
改

善
の
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
１

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　
栃
木
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
は
、
個
人
・
法
人
問
わ
ず

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と
な

り
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
申
告
義
務
が
あ
り
ま

す
。
市
内
で
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い

る
方
は
、
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在

の
償
却
資
産
所
有
状
況
に
つ
い
て
、

期
日
ま
で
に
申
告
書
を
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

※
廃
業
等
に
よ
り
対
象
と
な
る
資
産

が
な
い
場
合
も
そ
の
旨
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
申
告
に
必
要
な
書
類
等
を
12
月
上

旬
に
発
送
し
ま
し
た
。
お
手
元
に
届

い
て
い
な
い
場
合
は
、
問
合
先
へ
。

※
前
回
、
電
子
申
告
を
お
こ
な
っ
た

方
に
は
、
ｅ-

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
て
申
告

の
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

書
類
等
の
送
付
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　
１
月
31
日
（
水
）

問
税
務
課
資
産
税
係
☎

（21）
２
２
７
１
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